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収入なし

または

非課税収入のみ

主に年金収入

主に給与収入

誰の扶養にもなっていない

市外在住の親族の税制上の扶養になっている

年金収入のみで、申告する控除がない

年金以外の所得があるが20万円以下

年金収入が400万円を超えている

年金以外の所得が20万円を超えている

年末調整済みの給与（１カ所）のみ

給与以外の所得があるが20万円以下

給与収入が2,000万円を超えている

２カ所以上から給与がある

年末調整をしていない

給与以外の所得が20万円を超えている

医療費控除などの控除を追加、変更する

所得金額より控除金額の方が多い

所得金額より控除金額の方が少ない

市内在住の親族の税制上の扶養になっている 申告不要

申告不要

申告不要

市・県民税申告

市・県民税申告

市・県民税申告

市・県民税申告

確定申告

確定申告

確定申告

事業所得
 ・ 自営業
 ・ 漁業
 ・ 農業
 ・ 不動産など
その他の雑所得
一時所得など

いいえ

は
い

市役所からの HOT LINE 市役所からの HOT LINE

収入がない場合も申告を

　昨年中に収入がない場合でも、 市 ・ 県民税の申告は必要です。 申告をしないと、国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料・介護保険料の算定に影響する場合があるほか、各種手続きに使用する所得証明書などの発行もできません。
　収入がない旨の申告をする場合は、市・県民税申告書内の「16　収入がなかった人などの記載欄」に必要事項を記
載し、必ず期限までに提出してください。

申告相談にあたってのお願い

　事前に集計を済ませていない場合は、申告相談を受けられません。
●事業所得や不動産所得を申告する人は、帳簿などを基に収支内訳書を事前に作成してください。

●収支内訳書や医療費控除などの集計用紙は、項目ごとに計上されていれば任意の様式でも構いません。
●住宅改修や住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の初回申告は、税務署で申告してください。

１月下旬に申告書を送付します

　市・県民税の申告書は、１月１日現在、本市に住民登録がある
人で、昨年、市・県民税申告をした人や収入情報が無かった人へ、
１月下旬に発送します（昨年、確定申告した人には送付しません）。
● 昨年、事業所得（営業・漁業・農業など）や不動産所得を確定申

告した人には、収支内訳書などの集計用紙を送付します。
● 申告書・収支内訳書・医療費控除の明細書などは、

市役所税務課に備え付けているほか、市ホームペー
ジからダウンロードできます。

郵送でも受け付けます

　市・県民税申告書を自分で作成して提出す
る場合は、根拠となる書類（証明書・領収書
など）を全て添付して提出してください。電
話で内容を確認することがありますので、提
出の際は電話番号を必ず記入してください。
　なお、確定申告書は税務署へ郵送または

持参してください。

　市・県民税と所得税の申告は、３月 16日㈪が期限です。
　市では、市・県民税と所得税の申告相談を左のページの
表１のとおり２月13日㈮から行います。

申告が必要か確認してみましょう

　申告の要否と種類（所得税の確定申告、市・県民税申告）
を下の図で簡易的に判断できます。
　※確定申告をする場合は、市・県民税申告は必要ありません。

市・県民税 所得税

申告の準備をしましょう

申告はe-Taxの活用を!

問い合わせ先 　市役所税務課市民税係（内線111・112）

　e-Tax（電子申告）を利用すれば、自宅から24時間
いつでも申告することができます。感染症防止や時
間の有効活用のためにもぜひご利用ください。スマー
トフォンやタブレット端末からでも利用できます。

所得税確定申告はこちらから

URL：https://www.keisan.nta.go.jp

スマホやタブレットで申告できます！

表 １　 市 ・ 県民税、 所得税申告相談日程 表 ２　 申告相談に必要なもの

受付時間：午前８時30分～午後３時（正午～午後１時を除く）
期　日 申告相談会場

２月13日㈮ 生出地区コミュニティセンター
２月16日㈪ 矢作地区コミュニティセンター
２月17日㈫ 下矢作地区コミュニティセンター
２月18日㈬ 横田地区コミュニティセンター
２月19日㈭ 竹駒地区コミュニティセンター
２月20日㈮

米崎地区コミュニティセンター
２月24日㈫
２月25日㈬ 小友地区コミュニティセンター
２月26日㈭

広田地区コミュニティセンター
２月27日㈮
３月２日㈪ 長部地区コミュニティセンター
３月３日㈫ 今泉地区コミュニティセンター
３月４日㈬
３月５日㈭
３月６日㈮
３月８日㈰
３月10日㈫
３月12日㈭
３月13日㈮
３月16日㈪

市コミュニティホール
（高田地区コミュニティセンター）
13日、16日は午前中のみ

※３月９日㈪および11日㈬は相談を実施しません

必ず持って
くるもの

マイナンバーカード（写しも可）
申告者および扶養親族全員分をお持ちくだ
さい。
お持ちでない人は、マイナンバーが確認で
きる書類（通知カードまたはマイナンバー
が記載された住民票）と身元確認書類（運転
免許証などの顔写真ありの場合１点、保険
証などの写真なしの場合２点）の写しの２
点をお持ちください。

預金通帳など口座番号がわかるもの
所得税が還付になる場合に必要です。

昨年中の
収入を確認
できる書類

給与 ・ 年金収入がある人
　源泉徴収票
事業所得などがある人
　収支内訳書、集計用紙、帳簿、領収書など
公共事業などで土地を売却した人
　買取証明書など 

控除の内訳が
分かる書類

社会保険料控除
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や
介護保険料の領収書、国民年金保険料控除
証明書など

生命保険料控除 ・ 地震保険料控除
　控除証明書
配偶者控除 ・ 扶養控除

配偶者や被扶養者の収入とマイナンバーが
確認できる書類

障害者控除
　障害者手帳など
医療費控除
　医療費の集計表と領収書
税額控除に関する書類
　寄附金の受領証明書など

消費税の確定申告は大船渡税務署へ

　消費税の確定申告については、大船渡税務
署にお問い合わせください。

問い合わせ先  大船渡税務署 ☎0192（26）3481
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